
２００５年（平成１７年）７月３０日 町 田 市 議 会 だ よ り No.１５７ （８）

◎「町田市議会だより」は新聞折込の他、市民センター等で配布しております。郵送（実費）も行っております。

議決結果議　　案　　名議案番号 
★ 市 長 提 出 議 案

第２回定例会議案審議結果一覧表
◎全員可決　○多数可決　×否決

○
平成１７年度（２００５年度）町田市一般会計補正予算
（第１号）

第５５号

◎
平成１７年度（２００５年度）町田市下水道事業会計補正
予算（第１号）

第５６号

◎
平成１７年度（２００５年度）町田市駐車場事業会計補正
予算（第１号）

第５７号

○町田市民ホール条例の全部を改正する条例第５８号
○町田市大賀藕絲館条例の一部を改正する条例第５９号
◎町田市通所療育施設条例の一部を改正する条例第６０号

◎
町田市精神障がい者地域生活支援センター条例の 
一部を改正する条例

第６１号

○町田市フォトサロン条例の一部を改正する条例第６２号

○
町田市高齢者福祉センター条例の一部を改正する 
条例

第６３号

◎町田市わくわくプラザ条例の一部を改正する条例第６４号

◎
町田市在宅介護支援センター条例の一部を改正する
条例

第６５号

◎町田市急患センター条例の一部を改正する条例第６６号

◎
町田市学童保育クラブ設置条例の一部を改正する 
条例

第６７号

○町田市立保育園設置条例の一部を改正する条例第６８号

○
町田市立保育園における特別保育の実施に関する 
条例の一部を改正する条例

第６９号

○町田市市民農園条例の一部を改正する条例第７０号

○
町田市原町田一丁目自動車駐車場に関する条例の 
一部を改正する条例

第７１号

◎町田市自転車駐車場条例の一部を改正する条例第７２号
○町田市体育施設条例の全部を改正する条例第７３号
◎町田市立学校施設使用条例の一部を改正する条例第７４号
◎町田市自然休暇村条例の全部を改正する条例第７５号
◎町田市文化財保護条例の一部を改正する条例第７６号
◎ＯＡ整備用パソコンの購入について第７７号
◎消防用車両の購入について第７８号

◎
忠生中学校校舎改造及び耐震補強工事（１年度） 
請負契約について

第７９号

◎
町田市公共下水道事業（平成１７年度から平成１９年度
までの事業の一部）に関する業務委託契約について

第８０号

◎
町田市公共下水道根幹的施設（成瀬クリーンセン 
ター）の建設工事委託に関する協定（その４）に 
ついて

第８１号

◎
町田市公共下水道根幹的施設（鶴見川クリーンセン
ター）の建設工事委託に関する協定について

第８２号

◎デイサービスあいはらの指定管理者の指定について第８３号
同　意町田市収入役の選任につき同意方について第８４号
同　意町田市監査委員の選任につき同意方について第８５号
○権利の放棄について第８６号

○
町田市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を 
改正する条例

第８７号

承　認
建設部車両による交通事故に係る損害賠償額の専決
処分の承認を求めることについて

報告第５号

★ 議 員 提 出 議 案
◎日本船舶振興会への交付金の軽減等に関する意見書第１５号
◎地方議会制度の充実強化に関する意見書第１６号

○
小泉首相をはじめ政府閣僚の靖国神社参拝の中止を
求める意見書

第１７号

×
シルバーパス利用者の急激な負担増を抑制する対策
の実施を求める意見書

第１８号

×
地方分権の理念に反する「新地方行革指針」の一方
的押し付けに反対し、「指針」の撤回を求める意見書

第１９号

×
障がい者福祉サービスへの「応益負担」導入に反対
し、障害者自立支援法案の慎重審議を求める意見書

第２０号

×人権擁護法案の廃案を求める意見書第２１号

第１回臨時会議案審議結果一覧表
議決結果議　　案　　名議案番号 

★ 市 長 提 出 議 案

○
建物賃貸借契約存在確認請求事件訴訟の控訴の提起
について

第５４号

承　認
町田市市税条例の一部を改正する条例に関する専決
処分の承認を求めることについて

報告第２号

承　認
平成１６年度（２００４年度）町田市一般会計補正予算
（専決第３号）に関する専決処分の承認を求める 
ことについて

報告第３号

承　認
平成１６年度（２００４年度）町田市老人保健医療事業 
会計補正予算（専決第１号）に関する専決処分の 
承認を求めることについて

報告第４号

★ 議 員 提 出 議 案
○第５４号議案に対する附帯決議第１４号
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議
員　

指
定
管
理
者
の
事
業
計

画
書
、
事
業
報
告
書
等
の
情
報
公

開
は
ど
の
よ
う
な
取
り
扱
い
に
な

る
の
か
。

　

健
康
福
祉
部
長　

公
開
の
対
象

と
な
り
ま
す
。
市
の
管
理
す
る
情

報
は
、
原
則
と
し
て
す
べ
て
公
開

の
対
象
で
あ
り
、
指
定
管
理
者
の

作
成
し
た
事
業
計
画
書
、
事
業
報

告
書
も
同
様
で
す
。

町
田
市
精
神
障
が
い
者
地
域

生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
条
例
の

一
部
改
正

町
田
市
民
ホ
ー
ル
条
例
の
全

部
改
正

　

議
員　

指
定
管
理
者
の
選
定
方

法
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す

か
。

　

生
活
文
化
担
当
部
長　

指
定
管

理
者
の
選
定
に
当
た
り
ま
し
て
は
、

条
例
に
規
定
さ
れ
ま
し
た
選
定
基

準
、
そ
こ
に
基
づ
き
ま
し
て
、
当

該
の
公
の
施
設
を
所
管
す
る
、
契

約
事
務
適
正
委
員
会
な
ど
庁
内
の

審
査
組
織
を
活
用
い
た
し
ま
し
て
、

審
査
過
程
な
ど
の
公
平
性
、
透
明

性
を
確
保
い
た
し
ま
し
て
対
外
的

な
説
明
責
任
を
果
た
せ
る
よ
う
に

選
定
事
務
を
進
め
て
い
き
ま
す
。

　

牧
田
助
役　

職
員
に
つ
い
て
は
、

派
遣
で
は
な
く
て
事
務
従
事
と
い

う
よ
う
な
形
で
や
っ
て
き
た
と
こ

ろ
で
す
が
、
一
四
年
に
派
遣
法
が

で
き
て
い
る
わ
け
で
す
。
町
田
市

が
行
っ
て
き
た
内
容
そ
の
も
の
に

つ
い
て
は
何
ら
心
配
は
な
い
ん
だ

ろ
う
と
思
い
ま
す
が
、
法
律
も
で

き
て
い
る
こ
と
で
す
か
ら
、
そ
の

中
で
、
職
員
の
派
遣
の
及
び
給
与

の
支
出
の
適
否
に
関
す
る
一
切
の

疑
義
を
解
消
し
た
い
、
そ
う
い
う

こ
と
か
ら
こ
こ
で
議
案
を
提
案
し

て
可
決
い
た
だ
く
こ
と
で
す
。

　

議
員　

一
四
年
度
当
時
、
こ
の

団
体
は
法
人
格
を
持
っ
て
い
た
の

か
、
任
意
団
体
で
あ
っ
た
の
か
、

こ
の
派
遣
は
法
律
的
な
法
的
根
拠

は
何
か
。

　

牧
田
助
役　

施
設
管
理
公
社
、

リ
サ
イ
ク
ル
公
社
、
国
際
協
会
、

学
童
保
育
公
社
、
文
化
振
興
公
社
、

任
意
の
団
体
で
し
た
が
、
途
中
、

文
化
振
興
公
社
と
国
際
協
会
は
合

併
さ
れ
て
財
団
化
さ
れ
て
、
現
在

は
学
童
保
育
公
社
も
社
協
の
方
に

合
併
を
さ
れ
た
形
で
す
。
団
体
に

対
し
て
、
私
ど
も
は
事
務
従
事
だ
、

と
申
し
上
げ
て
も
、
相
手
方
は
派

遣
だ
と
、
言
わ
れ
て
い
る
わ
け
で

す
が
、
公
社
に
対
し
て
行
っ
て
き

た
行
為
は
、
違
う
外
郭
団
体
に
職

員
を
派
遣
し
た
り
、
そ
う
い
う
こ

と
で
は
な
く
て
、
市
の
固
有
の
業

務
を
行
う
た
め
に
つ
く
っ
た
団
体
、

そ
う
い
う
こ
と
で
行
っ
て
き
た
と

こ
ろ
で
す
。
こ
れ
が
任
意
の
団
体

だ
と
い
う
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
派

遣
法
に
基
づ
く
と
こ
ろ
の
議
会
に

議
案
を
出
し
て
議
決
を
い
た
だ
か

な
か
っ
た
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

一
四
年
に
は
そ
う
い
う
形
が
あ
っ

た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
今
で
は

文
化
・
国
際
交
流
財
団
は
、
財
団

法
人
に
な
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
そ

う
い
う
と
こ
ろ
に
つ
い
て
は
法
律

に
基
づ
い
て
派
遣
を
し
て
い
ま

す
。

　

議
員　

疑
義
を
晴
ら
す
た
め
に

権
利
を
放
棄
し
た
い
そ
の
理
由
は
。

　

総
務
部
長　

今
、
係
争
中
で
ご

ざ
い
ま
す
の
で
、
早
期
に
そ
う
い

う
一
切
の
疑
義
を
解
消
し
た
い
と

い
う
こ
と
で
、
一
つ
の
方
法
と
し

て
権
利
の
放
棄
が
あ
り
ま
す
。

本本
会会
議議
のの

質質
疑疑
かか
らら

　

議
員　

な
ぜ
こ
の
よ
う
な
手
段

で
権
利
放
棄
を
す
る
の
か
。

権
利
の
放
棄
に
つ
い
て

　

議
員　

介
護
予
防
マ
ネ
ジ
メ
ン

ト
機
能
強
化
事
業
委
託
料
に
つ
い

て
、
何
に
役
立
て
る
の
か
。

　

保
健
介
護
推
進
担
当
部
長　

平

成
一
七
年
度
中
に
、
本
人
の
改
善

で
き
る
可
能
性
を
き
ち
ん
と
評
価

し
、
で
き
る
こ
と
を
ふ
や
し
て
い

く
積
極
的
な
介
護
予
防
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
の
仕
組
み
づ
く
り
、
機
能
強

在
宅
高
齢
者
福
祉
推
進
事
業

費

化
を
図
る
こ
と
に
よ
り
、
平
成
一

八
年
四
月
か
ら
の
介
護
保
険
制
度

改
正
に
対
応
で
き
る
体
制
を
整
備

し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

地
球
温
暖
化
防
止
・
省
エ
ネ

ル
ギ
ー
対
策
と
し
て
、
本
年
六

月
一
日
か
ら
九
月
三
〇
日
ま
で

軽
装
で
議
会
運
営
を
進
め
て
お

り
ま
す
。
地
球
温
暖
化
防
止
の

た
め
、
ご
理
解
、
ご
協
力
を
お

願
い
い
た
し
ま
す
。

議

事

堂

内

の

軽
装
に
つ
い
て

◎
９
月
定
例
会
の
お
し
ら
せ

月８９１０日
程
は
変
更
に
な
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

請
願
・
陳
情
受
付
締
切
は
、
９
月
５

日
午
後
５
時
で
す
。

日
３１７１２１３１４１５１６２０２１２２２６２７２８２９３０３７１２
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内　
　
　

容

議
会
運
営
委
員
会

本
会
議
（
提
案
理
由

説
明
）

議
会
運
営
委
員
会

本
会
議
（
一
般
質
問
）

本
会
議
（
一
般
質
問
）

本
会
議
（
一
般
質
問
）

本
会
議
（
一
般
質
問
）

本
会
議
（
質
疑
）

決
算
特
別
委
員
会

議
会
運
営
委
員
会

常
任
委
員
会
（
企
画

　

総
務
・
保
健
福
祉
）

常
任
委
員
会
（
文
教

　

生
活
・
都
市
環
境
）

常
任
委
員
会
予
備
日

決
算
特
別
委
員
会

決
算
特
別
委
員
会

決
算
特
別
委
員
会

決
算
特
別
委
員
会

決
算
特
別
委
員
会

決
算
特
別
委
員
会
予
備
日

決
算
特
別
委
員
会

議
会
運
営
委
員
会

本
会
議
（
表
決
）


